
国
際

法
務

に
係

る
日

本
企

業
支

援
等

に
関

す
る

関
係

省
庁

等
連

絡
会

議

在
外

公
館

に
お

け
る

弁
護

士
活

用
事

業

（
ミ

ャ
ン

マ
ー

）

1

2
0
1
6
年

7
月

2
0
日

T
M

I総
合

法
律

事
務

所

T
M

I
A

ss
o
c
ia

te
s 

S
e
rv

ic
e
s 

C
o
., 

L
td

.

～
日

本
企

業
等

の
海

外
展

開
に

あ
た

っ
て

の
法

的
ニ

ー
ズ

等
に

関
す

る

ヒ
ア

リ
ン

グ
及

び
意

見
交

換
～
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１
. 
Ｔ

Ｍ
Ｉヤ

ン
ゴ

ン
オ

フ
ィ
ス

の
業

務
概

要

2
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Ｔ
Ｍ

Ｉヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

の
概

要


2
0
1
2
年

1
0
月

に
、

日
系

の
法

律
事

務
所

の
支

店
と

し
て

は
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

い
て

初
め

て
開

設
し

ま
し

た
。


日

系
企

業
の

ミ
ャ

ン
マ

ー
進

出
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

に
は

、
日

本
人

弁
護

士
が

不
可

欠
で

あ
る

一
方

、
ミ

ャ
ン

マ
ー

人
弁

護
士

と
の

協
働

が
な

い
と

充
分

な
成

果
を

上
げ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
い

う
ポ

リ
シ

ー
に

基
づ

き
、

設
立

当
初

か
ら

、
日

本
人

弁
護

士
及

び
ミ

ャ
ン

マ
ー

人
弁

護
士

が
協

働
す

る
と

い
う

体
制

で
業

務
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。


現

在
の

陣
容

と
し

て
は

、
パ

ー
ト

ナ
ー

弁
護

士
行

方
國

雄
が

オ
フ

ィ
ス

開
設

時
か

ら
の

代
表

を
務

め
て

お
り

、
リ

ー
ジ

ョ
ナ

ル
・
パ

ー
ト

ナ
ー

弁
護

士
甲

斐
史

朗
（
弁

護
士

登
録

1
1
年

目
）
及

び
シ

ニ
ア

ア
ソ

シ
エ

イ
ト

弁
護

士
福

田
実

主
（
弁

護
士

登
録

1
0
年

目
）
が

常
駐

し
て

い
ま

す
。


ま

た
、

業
務

量
の

増
大

に
対

応
す

る
た

め
、

昨
年

9
月

よ
り

長
坂

省
及

び
白

石
和

泰
（
い

ず
れ

も
パ

ー
ト

ナ
ー

弁
護

士
）
が

ヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

担
当

と

し
て

加
入

し
、

東
京

オ
フ

ィ
ス

、
ヤ

ン
ゴ

ン
オ

フ
ィ

ス
の

両
拠

点
で

ミ
ャ

ン
マ

ー
案

件
に

対
応

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
パ

ー
ト

ナ
ー

弁
護

士
行

方
國

雄
オ

フ

ィ
ス

代
表

、
同

長
坂

省
及

び
同

白
石

和
泰

は
、

出
張

ベ
ー

ス
で

は
あ

る
も

の
の

、
そ

れ
ぞ

れ
月

1
度

、
1
週

間
程

度
の

頻
度

で
ヤ

ン
ゴ

ン
入

り
し

、
ヤ

ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

に
て

案
件

の
対

応
に

あ
た

っ
て

お
り

ま
す

。


他

方
、

ミ
ャ

ン
マ

ー
人

弁
護

士
と

し
て

は
、

4
名

が
在

籍
し

て
お

り
ま

す
が

、
こ

の
う

ち
一

人
は

、
U

n
io

n
 A

tt
o
rn

e
y 

G
e
n
e
ra

l 
O

ff
ic

e
（
U

A
G

O
）
に

永
ら

く

勤
務

し
、

D
ir
e
c
to

rを
最

後
に

退
任

し
た

経
歴

を
有

し
て

お
り

ま
す

。
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

い
て

は
U

A
G

O
出

身
者

が
法

曹
界

に
お

い
て

重
要

な
役

割
を

占

め
て

い
る

こ
と

か
ら

、
弊

ヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

で
は

、
別

の
U

A
G

O
出

身
者

を
外

部
顧

問
に

迎
え

入
れ

て
い

ま
す

。

3
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パ
ー

ト
ナ

ー
弁

護
士

長
坂

省
S
a
to

ru
 N

a
g
a
sa

ka

E
-
m

a
il 

: 
sn

a
g
a
sa

ka
@

tm
i.g

r.
jp

-
経

歴

1
9
9
0
年

3
月

東
京

大
学

法
学

部
第

二
類

卒
業

1
9
9
2
年

4
月

最
高

裁
判

所
司

法
研

修
所

入
所

1
9
9
4
年

4
月

東
京

弁
護

士
会

登
録

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
勤

務

2
0
0
1
年

8
月

ワ
シ

ン
ト
ン

大
学

ロ
ー

ス
ク

ー
ル

卒
業

（
L
L
.M

.）

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

の
ヒ

ュ
ー

ズ
・
ハ

バ
ー

ド
・
ア

ン
ド
・
リ

ー
ド
法

律
事

務
所

勤
務

2
0
0
2
年

8
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
復

帰

2
0
0
3
年

1
月

パ
ー

ト
ナ

ー
就

任

-
主

な
取

扱
分

野

意
匠

/
 商

標
/
 特

許
/
 著

作
権

/
 消

費
者

関
連

法
/
 コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

/
 M

&
A
 /

 一
般

企
業

法
務

/
 ア

ラ
イ

ア
ン

ス
/
 メ

デ
ィ
ア

/
 エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

/
 ス

ポ
ー

ツ
/
 

IT
・
通

信
/
 広

報
法

務
/
 リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
/
 不

正
調

査
/
 反

社
会

的
勢

力
対

応
/
 商

事
関

連
訴

訟
/
 知

財
訴

訟
・

審
判

/
 行

政
訴

訟
/
 国

際
訴

訟
・
仲

裁
・
調

停
・
A
D
R
 /

 消
費

者
対

応
/
 カ

ル
テ

ル
・
談

合
/
 国

際
カ

ル
テ

ル
/
 私

的
独

占
・
不

公
正

な
取

引
方

法
/
 企

業
結

合
/
 下

請
法

/
 景

品
表

示
法

/
 人

事
制

度
の

構
築

・
運

用
/
 M

&
A
、
IP

O
に

お
け

る
労

務
デ

ュ
ー

・
デ

ィ
リ

ジ
ェ

ン
ス

/
 労

働
審

判
・
労

働
関

係
訴

訟
等

へ
の

対
応

/
 出

入
国

関
連

/
 建

築
・
建

設
訴

訟
/
 フ

ラ
ン

ス
/
 そ

の
他

国
際

法
務

/
 ブ

ラ
ン

ド
/
 医

療
/
 ヘ

ル
ス

ケ
ア

/
 バ

イ
オ

/
 I
T
・
通

信
/
 人

材
・
教

育
・
福

祉
/
 エ

マ
ー

ジ
ン

グ
・
カ

ン
パ

ニ
ー

/
 事

業
承

継
/
 相

続
/
 遺

言
作

成
/
 遺

産
分

割
協

議

パ
ー

ト
ナ

ー
弁

護
士

白
石

和
泰

K
a
zu

ya
su

 S
h
ir
a
is

h
i

E
-
m

a
il 

: 
ks

h
ir
a
is

h
i@

tm
i.g

r.
jp

-
経

歴

1
9
9
6
年

3
月

早
稲

田
大

学
政

治
経

済
学

部
政

治
学

科
卒

業

2
0
0
2
年

4
月

最
高

裁
判

所
司

法
研

修
所

入
所

2
0
0
3
年

1
0
月

第
二

東
京

弁
護

士
会

登
録

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
勤

務

2
0
1
3
年

6
月

ワ
シ

ン
ト
ン

大
学

ロ
ー

ス
ク

ー
ル

（
知

的
財

産
権

コ
ー

ス
）
卒

業
（
L
L
.M

.）
2
0
1
3
年

9
月

シ
ア

ト
ル

の
D
o
rs

e
y&

W
h
it
n
e
y 

L
L
P
勤

務

2
0
1
3
年

1
0
月

シ
ア

ト
ル

の
B
ra

c
e
w

e
ll 

L
L
P
勤

務

2
0
1
4
年

7
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
復

帰

2
0
1
4
年

7
月

外
務

省
経

済
局

政
策

課
専

門
員

（
2
0
1
5
年

3
月

末
ま

で
）

2
0
1
6
年

1
月

パ
ー

ト
ナ

ー
就

任

-
主

な
取

扱
分

野

一
般

企
業

法
務

/
 I
T
・
通

信
/
 景

品
表

示
法

/
 下

請
法

/
 消

費
者

関
連

法
/
 消

費
者

対
応

/
 広

報
法

務
/
 リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
/
 不

正
調

査
/
 商

事
関

連
訴

訟
/
 知

財
訴

訟
・
審

判
/
 国

際
訴

訟
・
仲

裁
・
調

停
・
A
D
R
 /

 そ
の

他
国

際
法

務
/
 M

&
A
 /

 
ア

ラ
イ

ア
ン

ス
/
 コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

/
 労

働
審

判
・
労

働
関

係
訴

訟
等

へ
の

対
応

/
 組

合
対

応
等

/
 人

事
制

度
の

構
築

・
運

用
/
 私

的
独

占
・
不

公
正

な
取

引
方

法
/
 カ

ル
テ

ル
・
談

合
/
 国

際
カ

ル
テ

ル
/
 不

正
競

争
/
 商

標
/
 著

作
権

/
 特

許
/
 メ

デ
ィ
ア

/
 エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

/
 ス

ポ
ー

ツ
/
 医

療
/
 ヘ

ル
ス

ケ
ア

/
 バ

イ
オ

/
 事

業
承

継
/
 相

続
/
 遺

産
分

割
協

議
/
 

遺
言

作
成

Ｔ
Ｍ

Ｉヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

所
属

弁
護

士

パ
ー

ト
ナ

ー
弁

護
士

行
方

國
雄

K
u
n
io

 N
a
m

e
ka

ta

E
-
m

a
il 

: 
kn

a
m

e
ka

ta
@

tm
i.g

r.
jp

-
経

歴

1
9
7
7
年

3
月

東
京

大
学

法
学

部
第

一
類

卒
業 1
9
7
7
年

4
月

最
高

裁
判

所
司

法
研

修
所

入
所 1
9
7
9
年

4
月

第
二

東
京

弁
護

士
会

登
録

東
京

富
士

法
律

事
務

所
勤

務

1
9
9
1
年

4
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
勤

務

1
9
9
4
年

5
月

ミ
シ

ガ
ン

大
学

ロ
ー

ス
ク

ー
ル

卒
業

（
L
L
．

M
.）

1
9
9
4
年

9
月

ベ
ル

ギ
ー

、
ブ

リ
ュ

ッ
セ

ル
の

ド
ゥ

バ
ン

ト
・
ヴ

ァ
ン

ヘ
ッ

ケ
・
ア

ン
ド
・

ラ
ゲ

法
律

事
務

所
勤

務

1
9
9
5
年

3
月

香
港

の
ス

テ
ィ
ー

ヴ
ン

ソ
ン

・
ハ

ー
ウ

ッ
ド
・
ア

ン
ド
・
ロ

ー
法

律
事

務
所

勤
務

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

州
弁

護
士

資
格

取
得

1
9
9
5
年

8
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
復

帰

2
0
0
7
年

4
月

東
京

大
学

法
科

大
学

院
客

員
教

授
（
～

2
0
1
0
年

3
月

）

-
主

な
取

扱
分

野

一
般

企
業

法
務

/
 M

&
A
 /

 ア
ラ

イ
ア

ン
ス

/
 コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

/
 起

業
・
株

式
公

開
支

援
/
 

商
事

関
連

訴
訟

/
 国

際
訴

訟
・
仲

裁
・
調

停
・
A
D
R
 

/
 東

南
ア

ジ
ア

/
 医

療
/
 ヘ

ル
ス

ケ
ア

/
 バ

イ
オ

/
 

ＩＴ
・
通

信

ヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

（
2
0
1
2
年

1
0
月

開
設

）
T
M

I 
A
ss

o
c
ia

te
s,

 Y
a
n
g
o
n
 O

ff
ic

e
(
T
M

I 
A
ss

o
c
ia

te
s 

S
e
rv

ic
e
s 

C
o
., 

L
td

.)
所

在
地

#
1
0
5
, 
P
ri
m

e
 H

ill
 B

u
si

n
e
ss

 S
q
u
a
re

, 
N
o
. 
6
0
, 

S
h
w

e
 D

a
g
o
n
 P

a
g
o
d
a
 R

o
a
d
, 

D
a
g
o
n
 T

o
w

n
sh

ip
, 
Y
a
n
g
o
n
, 
M

ya
n
m

a
r

電
話

番
号

+
9
5
(
0
)
1
-
2
5
5
-
0
4
7
 

E
-
m

a
il

ya
n
g
o
n
@

tm
i.g

r.
jp

所
属

日
本

人
弁

護
士

の
略

歴

4
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福
田

実
主

M
iy

u
ki

 F
u
ku

d
a

-
経

歴

1
9
9
5
年

3
月

吉
祥

女
子

高
等

学
校

卒
業

1
9
9
9
年

3
月

立
命

館
大

学
政

策
科

学
部

政
策

科
学

科
卒

業

2
0
0
5
年

4
月

最
高

裁
判

所
司

法
研

修
所

入
所

2
0
0
6
年

1
0
月

東
京

弁
護

士
会

登
録

戸
田

総
合

法
律

事
務

所
勤

務

海
事

補
佐

人
登

録

2
0
1
1
年

4
月

第
一

東
京

弁
護

士
会

登
録

弁
護

士
法

人
北

浜
法

律
事

務
所

東
京

事
務

所
勤

務

早
稲

田
大

学
海

法
研

究
所

招
聘

研
究

員
就

任

2
0
1
2
年

3
月

シ
カ

ゴ
の

増
田

・
舟

井
・
ア

イ
フ

ァ
ー

ト
&

ミ
ッ

チ
ェ

ル
法

律
事

務
所

勤
務

2
0
1
2
年

6
月

弁
護

士
法

人
北

浜
法

律
事

務
所

復
帰

2
0
1
4
年

5
月

チ
ュ

ー
レ

ー
ン

大
学

ロ
ー

ス
ク

ー
ル

（
L
L
.M

. 
in

 A
d
m

ir
a
lt
y）

卒
業

2
0
1
4
年

6
月

ニ
ュ

ー
オ

リ
ン

ズ
の

チ
ャ

ッ
フ

ェ
・
マ

ッ
コ

ー
ル

法
律

事
務

所
勤

務

2
0
1
4
年

9
月

シ
カ

ゴ
の

増
田

・
舟

井
・
ア

イ
フ

ァ
ー

ト
&

ミ
ッ

チ
ェ

ル
法

律
事

務
所

勤
務

2
0
1
5
年

8
月

弁
護

士
法

人
北

浜
法

律
事

務
所

復
帰

2
0
1
6
年

1
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
勤

務

-
主

な
取

扱
分

野

海
上

運
送

（
ド
ラ

イ
シ

ッ
ピ

ン
グ

）
/
 船

舶
の

安
全

運
航

・
海

難
事

故
（
ウ

ェ
ッ

ト
シ

ッ
ピ

ン
グ

）
/
 ア

ジ
ア

/
 国

際
通

商
業

務
/
 そ

の
他

国
際

法
務

/
 一

般
企

業
法

務
/
 M

＆
A
/
 

不
正

調
査

/
 民

事
再

生
・
会

社
更

生
/
 刑

事
訴

訟
/
 国

際
訴

訟
・
仲

裁
・
調

停
・
A
D
R
/
 カ

ル
テ

ル
・
談

合
/
 国

際
カ

ル
テ

ル
/
 M

&
A
、
IP

O
に

お
け

る
労

務
デ

ュ
ー

・
デ

ィ
リ

ジ
ェ

ン
ス

/
 労

働
審

判
・
労

働
関

係
訴

訟
等

へ
の

対
応

/
 

出
入

国
関

連
/
 相

続
/
 遺

産
分

割
協

議

5


Ｔ

Ｍ
Ｉヤ

ン
ゴ

ン
オ

フ
ィ

ス
の

体
制

•
2
0
1
2
年

1
0
月

開
設

許
可

取
得

•
日

本
国

弁
護

士
5
名

•
現

地
弁

護
士

4
名

•
現

地
ジ

ェ
ネ

ラ
ル

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

1
名

•
所

属
合

計
1
0
名

（
事

務
員

等
除

く
）

リ
ー

ジ
ョ
ナ

ル
パ

ー
ト
ナ

ー
弁

護
士

甲
斐

史
朗

F
u
m

ia
ki

 K
a
i

-
経

歴

1
9
9
4
年

3
月

志
學

館
高

校
卒

業

1
9
9
9
年

3
月

早
稲

田
大

学
政

治
経

済
学

部
政

治
学

科
卒

業

2
0
0
3
年

8
月

中
国

語
研

修
（
北

京
語

言
大

学
）

2
0
0
4
年

4
月

最
高

裁
判

所
司

法
研

修
所

入
所

2
0
0
5
年

1
0
月

第
一

東
京

弁
護

士
会

登
録

あ
さ

ひ
・
狛

法
律

事
務

所
勤

務

2
0
0
7
年

7
月

西
村

あ
さ

ひ
法

律
事

務
所

勤
務

2
0
1
0
年

4
月

西
村

あ
さ

ひ
法

律
事

務
所

北
京

オ
フ

ィ
ス

代
表

就
任

2
0
1
2
年

1
1
月

第
一

東
京

弁
護

士
会

再
登

録

2
0
1
3
年

1
2
月

ロ
ン

ド
ン

大
学

ク
イ

ー
ン

・
メ

ア
リ

ー
卒

業
（
L
L
.M

.）
2
0
1
4
年

1
月

T
M

I総
合

法
律

事
務

所
勤

務

-
主

な
取

扱
分

野

特
許

/
 そ

の
他

国
際

法
務

/
 ア

ジ
ア

/
 中

国
/
 私

的
独

占
・
不

公
正

な
取

引
方

法
/
 カ

ル
テ

ル
・
談

合
/
 

国
際

カ
ル

テ
ル

/
 リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
/
 コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

/
 M

&
A
 

Ｔ
Ｍ

Ｉヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

所
属

弁
護

士
【資料３】



T
M

Iヤ
ン

ゴ
ン

オ
フ

ィ
ス

の
業

務
実

績


公

的
機

関
に

関
す

る
案

件
実

績

（
ⅰ

）
ミ

ャ
ン

マ
ー

進
出

時
に

お
け

る
サ

ポ
ー

ト
業

務

•
2
0
1
5
年

度
よ

り
、

在
ミ

ャ
ン

マ
ー

日
本

国
大

使
館

に
お

け
る

日
本

企
業

へ
の

ア
ド

バ
イ

ス
等

業
務

の
受

託

•
2
0
1
3
年

度
よ

り
、

中
小

企
業

海
外

展
開

支
援

現
地

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
業

の
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

け
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
ⅱ

）
調

査
研

究
等

•
特

許
庁

主
催

の
ミ

ャ
ン

マ
ー

知
的

財
産

制
度

整
備

支
援

チ
ー

ム
委

員

•
J
E
T
R

O
依

頼
に

か
か

る
外

国
投

資
法

等
の

法
令

英
訳

作
業

•
法

務
省

法
務

総
合

研
究

所
委

託
に

か
か

る
「
ミ

ャ
ン

マ
ー

法
制

度
に

か
か

る
調

査
研

究
」
（
不

動
産

法
制

、
情

報
通

信
関

連
法

制
、

資
源

関
連

法
制

）

•
J
IC

A
依

頼
に

か
か

る
「
ミ

ャ
ン

マ
ー

法
令

に
係

る
情

報
収

集
業

務
フ

ァ
イ

ナ
ル

レ
ポ

ー
ト

」
の

作
成


民

間
企

業
に

関
す

る
案

件
実

績

（
ⅰ

）
ミ

ャ
ン

マ
ー

進
出

時
に

お
け

る
サ

ポ
ー

ト
業

務

•
会

社
法

に
よ

る
現

地
法

人
又

は
支

店
の

設
立

•
外

国
投

資
法

に
よ

る
投

資
許

可
の

取
得

•
経

済
特

区
法

に
よ

る
投

資
許

可
の

取
得

（
ⅱ

）
ミ

ャ
ン

マ
ー

進
出

後
に

お
け

る
リ

ー
ガ

ル
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

業
務

•
労

働
契

約
及

び
就

業
規

則
の

整
備

•
商

標
登

録

•
契

約
書

作
成

・
レ

ビ
ュ

ー

•
紛

争
時

の
ミ

ャ
ン

マ
ー

人
弁

護
士

と
の

協
働

（
ⅲ

）
調

査
研

究
等

•
国

際
商

事
法

務
「
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

け
る

贈
収

賄
に

関
す

る
法

規
制

」
の

執
筆

•
商

事
法

務
「
ミ

ャ
ン

マ
ー

経
済

特
区

法
・
施

行
細

則
の

解
説

」
の

執
筆

•
ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
社

「
実

践
ミ

ャ
ン

マ
ー

進
出

戦
略

立
案

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

の
執

筆
（
行

方
國

雄
弁

護
士

共
著

）

•
T
h
e
 L

aw
ye

rs
「
緊

急
特

別
レ

ポ
ー

ト
重

要
法

令
草

案
な

ど
に

見
る

ミ
ャ

ン
マ

ー
法

務
の

現
在

と
将

来
」
執

筆

•
知

財
ぷ

り
ず

む
「
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

け
る

日
本

企
業

の
投

資
の

現
状

、
問

題
点

及
び

今
後

の
展

望
に

つ
い

て
」
執

筆

6


こ

れ
ま

で
の

実
績
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２
. 
現

地
法

制
度

・
運

用
の

特
徴

7
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２
. 
現

地
法

制
度

・
運

用
の

特
徴

8

1.
外

弁
規

制
→

今
の

と
こ

ろ
法

廷
代

理
に

関
す

る
規

制
の

み
→

し
か

し
、

今
後

は
整

備
さ

れ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
→

枠
組

み
作

り
へ

の
⽇

本
政

府
や

⽇
弁

連
に

よ
る

積
極

的
な

関
与

を
期

待
2.

投
資

規
制

→
外

資
に

は
様

々
な

規
制

（
⼩

売
不

可
、

等
）

。
→

新
投

資
法

の
ド

ラ
フ

ト
公

表
済

3.
会

社
法

制
→

19
14

年
（

英
国

領
時

）
。

新
会

社
法

の
ド

ラ
フ

ト
公

表
済

4.
労

働
法

制
→

労
働

法
規

は
複

雑
。

法
令

と
実

務
の

乖
離

（
政

府
ひ

な
型

の
存

在
）

5.
不

動
産

法
制

→
外

資
の

⼟
地

取
得

禁
⽌

。
⼀

年
超

の
賃

借
禁

⽌
（

例
外

：
M

IC
認

可
、

経
済

特
区

）
6.

紛
争

解
決

イ
ン

フ
ラ

→
20

16
年

1⽉
改

正
仲

裁
法

施
⾏

も
外

国
仲

裁
判

断
の

承
認

・
執

⾏
実

績
な

し
。

裁
判

所
の

信
頼

性
△

7.
そ

の
他

（
業

務
遂

⾏
に

あ
た

っ
て

の
難

し
さ

等
）
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３
. 
現

地
日

本
企

業
の

ニ
ー

ズ
・
各

種
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム

9
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３
. 
現

地
日

本
企

業
の

ニ
ー

ズ

1
0

1.
ニ

ー
ズ

の
概

要
・

傾
向

→
業

務
実

績
と

同
様

2.
在

外
公

館
に

お
け

る
弁

護
⼠

活
⽤

事
業

→
同

事
業

の
存

在
意

義
（

外
交

ル
ー

ト
の

積
極

活
⽤

→
も

っ
と

開
か

れ
た

公
館

へ
）

→
JE

TR
O

の
あ

る
国

こ
そ

ニ
ー

ズ
あ

り
（

JE
TR

O
と

の
相

乗
効

果
）

3.
中

⼩
企

業
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

事
業

（
JE

TR
O

）
→

継
続

的
か

つ
⼿

厚
い

⽀
援

、
実

務
に

根
差

し
た

ア
ド

バ
イ

ス
→

セ
ミ

ナ
ー

開
催

（
労

働
法

（
約

13
0社

が
参

加
）

）
→

⼤
阪

商
⼯

会
議

所
ミ

ッ
シ

ョ
ン

へ
の

法
務

レ
ク

チ
ャ

ー

4.
法

務
省

に
よ

る
調

査
事

業
→

⽇
本

企
業

の
進

出
が

あ
る

も
の

の
、

⽇
本

の
法

曹
ゼ

ロ
の

地
域

に
こ

そ
調

査
ニ

ー
ズ

あ
り

→
ミ

ャ
ン

マ
ー

に
お

け
る

ニ
ー

ズ
調

査
？

（
既

に
⽇

本
の

法
律

事
務

所
が

進
出

済
）
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４
. 
そ

の
他

1
1
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４
. 
そ

の
他

1
2

１
．

⽇
本

⼈
会

、
商

⼯
会

議
所

と
の

関
係

→
商

⼯
会

議
所

発
⾏

の
ミ

ャ
ン

マ
ー

ビ
ジ

ネ
ス

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

の
法

務
パ

ー
ト

の
執

筆
・

更
新

→
⽇

本
⼈

会
会

報
に

お
け

る
⼤

使
館

無
料

法
律

相
談

の
PR

→
商

⼯
会

議
所

所
属

部
会

（
流

通
・

サ
ー

ビ
ス

部
会

）
で

の
法

律
情

報
共

有
の

た
め

の
発

表
※

な
お

、
⽇

本
⼈

弁
護

⼠
が

法
律

知
識

を
活

か
し

て
商

⼯
会

議
所

の
会

則
の

改
定

等
に

プ
ロ

ボ
ノ

と
し

て
貢

献
し

て
い

る
例

あ
り

２
．

治
安

・
⽂

化
・

対
⽇

感
情

→
敬

虔
な

仏
教

国
。

ヤ
ン

ゴ
ン

の
治

安
は

安
定

し
て

い
る

。
→

普
及

す
る

韓
国

ド
ラ

マ
。

現
地

法
律

事
務

所
の

レ
ベ

ル
は

ま
だ

ま
だ

。
→

対
⽇

感
情

は
極

め
て

良
好

。

3.
 現

地
の

フ
リ

ー
ペ

ー
パ

ー
で

の
法

律
情

報
の

発
信

→
 現

地
駐

在
者

、
出

張
者

、
旅

⾏
者

に
広

く
読

ま
れ

て
い

る
現

地
の

⽇
本

語
フ

リ
ー

ペ
ー

パ
ー

（
M

YA
NM

AR
☆

JA
PO

N）
に

お
い

て
、

ビ
ジ

ネ
ス

法
務

情
報

を
コ

ラ
ム

の
形

で
発

信

【資料３】




